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宅地防災月間に防災パトロール等を実施

奈良県では梅雨期に備えて、５月を「宅地防災月間」と定め、宅地造成によっ
て生じるがけ崩れや土砂の流出等による災害を未然に防止し、災害のない安全な
まちづくりに寄与することを目的として、次の活動を行います。

１ 実施期間

令和５年５月１日（月）から５月３１日（水）まで

２ 活動方針

（1） 宅地造成工事現場等における災害防止の総点検の実施

（2） 県民の宅地防災意識の高揚

３ 実施事項

（1） 宅地造成工事現場等の防災パトロール

○ 目的
工事中の災害、土砂流出等を未然に防止する目的で工事現場の防災措

置について造成主または工事施工者に対して適切な指導を行います。

○ 日程
５月上旬 防災パトロール箇所の選定

５月中旬から下旬 防災パトロール実施

○ 実施方法
奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課、関係

土木事務所及び関係市町村の職員が工事関係者等立会のうえ実施しま
す。

（2）県民に対する広報活動

県民の理解を深めるため、ポスターの掲示、パンフレットの配布、県庁ホ
ームページの活用等による広報活動を実施します。



令和５年度宅地防災年間計画

奈良県県土マネジメント部
地域デザイン推進局建築安全推進課

【１．目 的】

宅地造成工事現場における土砂の流出や自然崖・急傾斜地・擁壁に隣接する宅

地への災害を未然に防止し、災害のない安全な街づくりに寄与することを目的と

して「宅地防災年間計画」を定め、危険宅地の早期発見とその是正指導を行うと

ともに、広く県民に周知・啓発活動をします。

【２．活動方針】

（１）宅地造成工事現場における災害防止の総点検の実施

（２）危険宅地の早期発見と防災措置の指導

（３）県民の宅地防災意識の高揚

上記の活動方針に沿って、梅雨期前の５月を「宅地防災月間」と定め、各種施

策及び事業を集中的に行うほか、年間を通じて危険宅地パトロール等諸事業を実

施します。

【３．事業計画】

（１）宅地造成工事現場の防災パトロール等

工事中の災害、土砂流出等を未然に防止する目的で、宅地造成工事現場の防

災パトロールを定期的に行い、防災措置について適切な指導を行います。

① 宅地防災月間中は、宅地造成工事現場の防災パトロールを集中的に実施

します。

② 年末・年始の工事休止期間中及び台風等多量の降雨が予想される時期の

防災措置について、造成主または工事施工者への指導を行います。

（２）定期パトロール

危険宅地の早期発見を目的に防災パトロールを定期的に行い、防災措置につ

いて適切な指導を行います。

（３）広報等による周知・啓発活動

宅地防災の重要性や宅地造成等規制法について、広く県民の理解を深め、防

災意識の高揚を図るために、各種ＰＲ活動を行います。



① 宅地防災月間ポスターとパンフレット(宅地防災の手引)の配布・

掲示依頼を各市町村・関係団体等に行います。

② ホームページ、広報誌等を利用し、周知・啓発を行います。

【４．宅地防災月間（５月１日～５月３１日）】

（１）宅地防災パトロール

① 日 程 令和５年５月中旬～５月下旬

② 参加機関 奈良県県土マネジメント部

地域デザイン推進局建築安全推進課

関係土木事務所

関係市町村

（２）広報活動

① 関係団体、関係土木事務所及び関係市町村あてに、「宅地防災年間計画」

を送付するとともに、宅地防災月間ポスターとパンフレット（宅地防

災の手引）の配布・掲示依頼を行います。

② 宅地防災月間の実施について、事前の報道発表を行います。


